
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 親族名義の固定資産を事業の用に供する場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：親族が所有する固定資産を事業の用に

供する場合、どういう点に注意したらいいで

すか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次の点に注意が必要です。 

【解説】  

事業主と生計を一にする親族の固定資産を、

その事業主の事業の用に供した場合には、次

のように取り扱われることとなっています。 

①事業主がその親族に支払う固定資産等の使

用料の対価(家賃等)は、その事業主の事業所

得の必要経費にならない。 

②親族がその事業主から受取る対価の額は、

その親族の所得(不動産所得等)の収入金額に

ならない。 

③親族が負担する経費(固定資産税、借入金利

子、減価償却費等)は、その親族の必要経費に

ならず、その事業主の必要経費になる。 

つまり、生計を一にする親族間で固定資産

等を賃貸借する場合、税務では、賃貸借はなか

ったものとみなし、事業主があたかもその親

族の所有する固定資産を所有しているかのよ

うに取り扱うこととされていますことから、

この点に十分注意しなければなりません。 

なお、この取扱いは、事業として対価をやり

取りする場合以外、事業に至らない業務にお

いても同じ取扱いになっていますので、注意

してください。  
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